
 

 

ネーミングライツパートナー及び愛称の決定について 

 

市の新たな歳入を確保するため、ネーミングライツパートナー（以下「パートナー」とい

う。）の募集を行ったところ、次のとおりパートナーと愛称が決定しました。愛称について

は、令和８年４月１日から使用を開始します。 

 

１ 対象施設 

正式名称 愛称 パートナー 
対価 

(年額・税込み) 
期間 

加古川総合文化

センター 

ＳＨＯＷＡ
し ょ う わ

グループ総合
そうごう

文化
ぶ ん か

セン

ター 
SHOWA GROUP 株式会社 1,705,000 円 

３年 

（令和 11年 3月 31日迄） 

加古川海洋文化

センター 
多木
た き

化学
か が く

海洋
かいよう

文化
ぶ ん か

センター 多木化学株式会社 1,320,000 円 
３年 

（令和 11年 3月 31日迄） 

木村歩道橋 
株式
かぶしき

会社
がいしゃ

扶桑
ふ そ う

・味季
し ゅ ん

料理
りょうり

りん

どう・かつめし歩道
ほ ど う

橋
きょう

 

株式会社扶桑・有限会社りん

どう 
165,000 円 

５年 

（令和 13年 3月 31日迄） 

 

２ その他 

 令和８年３月３１日にネーミングライツパートナー発表会を予定しています。 

令和８年２月２７日 
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